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新居浜市人事行政の運営等の状況について  
 

【平成２４年度】  

  

「地方公務員法」第５８条の２及び「新居浜市人事行政の運営等の公表に関す  

る条例」に基づき、新居浜市の人事行政の運営等の状況の概要について、公表し  

ます。  

 なお、ご不明な点やご質問等がありましたら、新居浜市総務部人事課（電話  

0897（ 65） 1213）までお問い合わせください。  

 

第１  職員の任免に関する状況  

１  職員の任免状況                 （単位：人）                                

区    分  採  用  

退    職  

定  年  勧  奨  
自己都合  

そ  の  他  

一  般  

行政職  

事  務  １４  ８  １  ４  

土  木  ２  ２  ―  ―  

農  業  ―  １  ―  ―  

保育士・幼稚園教諭  ３  １  ―  １  

保   健   師  ２  ―  １  ―  

栄   養   士  ―  ―  １  ―  

消  防  職  員  ３  １  ―  ―  

技能労務職（調理員） ―  １  ―  ―  

計  ２４  １４  ３  ５  

（注）平成２３年４月１日から平成 ２４年３月３１日までの人数  

 

２  採用試験の実施状況（平成 ２３年度）  

種   類  区   分  内   容  職  種  等  

採用試験  

大  学  卒  ≪１次試験≫  事務  

土木、電気、建築、

化学  

保 育 士 ・ 幼 稚 園 教 諭  

保健師  

消防職員  

短  大  卒  筆記試験  

高  校  卒  ≪２次試験≫  

障  害  者  作文、個別面接  

 グループ面接  
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第２  職員の給与及び職員数の状況  

１  総括  

（１）人件費の状況（普通会計決算）  

区  分  
住民基本台帳人口  

（ H24年 3月 31日） 

歳  出  額  

          Ａ  

実質収支  人  件  費  

         Ｂ  

人件費率  

 Ｂ /Ａ  

(参考 )22年度  

の人件費率  

23年度  12万 4,438人  444億 309万 8千円  11億 8,492万 8千円  75億 3,596万 5千円  17.0％  15.9％  

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等が含まれています。 

 

（ ２ ） 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区  分  
職員数  

  Ａ  

給      与      費  １ 人 当 た り

給与費Ｂ /Ａ  給   料  職員手当  期末・勤勉手当  計   Ｂ  

23年度  779人  30億 6,851万 2千円  6億 449万 2千円  11億 1,510万 3千円  47億 8,810万 7千円  614万 6千円  

（注）１ 職員手当には退職手当は含まれていません。 

    ２ 職員数は、平成２３年４月１日現在の人数です。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）  

  

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の、地方公務員 

の給与水準を示す指数です。 

ただし、国と各自治体の職員の学歴・経験年数別の構成比率の状況の違い等によっ 

て、影響がでてくることもあります。 

 

２  行政職給料表の状況（平成２４年４月 1 日）  

                                 （単位：円） 

 １級  ２級  ３級  ４級  ５級  ６級  ７級  ８級  

１号給の  

給料月額  
135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 366,200 413,000 

最高号給の  

給料月額  
243,700 307,800 354,700 388,300 400,600 422,600 456,200 478,200 
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３  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日  

現在）  

ア  一般行政職   

                                                                          

区 分 平 均 年 齢      平均給料月額 平均給与月額 

新居浜市 42.8歳 342,207円 415,325円 

愛 媛 県 44.9歳 353,414円 448,806円 

国 42.8歳 329,917円 401,789円 

 

イ  技能労務職                                                                            

 

区   分  

公   務   員  民    間  参考  

平均年齢  職員数  平均給料月額  
平均給与月額

（Ａ）  

対応する民間

の類似職種  
平均年齢  

平均給与月額

（Ｂ） 
Ａ /Ｂ  

新居浜市  50.9歳  32人  369,153円  380,728円  ― ― ― ― 

 うち学校給食員  50.3歳  29人  373,244円  382,637円  調理士  47.2歳  220,800円  1.73 

 うち用務員 ＊  1人  ＊  ＊  用務員  53.5歳  206,600円  ＊  

 
う ち 自 動 車 運 転

手 
55.9歳  2人  401,503円  449,000円  

自家用乗用 

自動車運転者 
61.7歳  202,100円  2.22 

愛媛県  49.2歳  295人  343,258円  386,786円  ― ― ― ― 

国  49.7歳  3,479人  285,030円  323,181円  ― ― ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「平均給料月額」とは、平成２４年４月１日現在における職種ごとの職員の基 

本給の平均です。 

   ２ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用し 

ています。（平成２１～２３年の３ヶ年平均） 

   ３ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態

等の点において完全に一致しているものではありません。 

   ４ 年収ベースの「公務員（Ｃ）及び「民間（Ｄ）のデータは、それぞれ平均給与

月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、

区   分  

参     考  

年収ベース（試算値）の比較  

公務員  

（Ｃ）  

民  間  

（Ｄ）  
Ｃ /Ｄ  

新居浜市  ― ― ― 

 うち学校給食員  620 万 3,444 円  304 万 6,100 円  2.04 

うち用務員 ＊  286 万 1,400 円  ＊  

うち自動車運転手 718 万 6,400 円  299 万 3,100 円  2.40 
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民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。 

   ５ 国の「平均給料月額」は、臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額前

の額です。  

 

（２）職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）  

区    分 新居浜市 愛媛県 国 

一般行政職 
大 学 卒 172,200円 176,355円 172,200円 

高 校 卒 140,100円 142,911円 140,100円 

（注）国の「初任給」は、臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額前の額です。 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在）  

区    分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 

一般行政職 
大 学 卒 273,045円 325,330円 363,200円 

高 校 卒 229,300円 273,400円 314,500円 

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用  

  後の年数をいいます。  

 

４  一般行政職の級別職員数等の状況  

（平成２４年４月１日現在） 

区  分 標準的な職務内容  職員数 構成比 

１級  主事 42人 8.3％ 

２級  上級主事 32人 6.3％ 

３級  主任      92人 18.2％ 

４級  係長、主査     157人 31.0％ 

５級  副課長 105人 20.8％ 

６級  課長、主幹、技幹  47人 9.3％ 

７級  次長 22人 4.3％ 

８級  部長 9人 1.8％ 

合    計 506人 100.0％ 

（注）１  新居浜市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。  

   ２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務 です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

 

５ 職員の手当の状況 

（１） 期末手当・勤勉手当 

区    分 新  居  浜  市 国 

１人当たり平均支給

額（平成 23 年度） 
145 万 5 千円  

平成 23 年度支給割合 

期末手当   勤勉手当 

2.60 月分   1.35 月分 

（1.45 月分）（0.65 月分） 

期末手当   勤勉手当 

2.60 月分   1.35 月分 

（1.45 月分）（0.65 月分） 

加算措置の状況 
職制上の段階、職務の級等に 

よる加算措置 

職制上の段階、職務の級等に 

よる加算措置 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

（２）退職手当（平成２４年４月１日現在）  

新 居 浜 市 国 

（支給率）       自己都合   勧奨・定年 

勤続２０年      23.50月分   30.55月分 

勤続２５年      33.50月分    41.34月分 

勤続３５年      47.50月分    59.28月分 

最高限度額      59.28月分    59.28月分 

その他の加算措置   なし    あり※ 

※定年前早期退職特別措置 

（ 2％～ 20％加算）  

1人当たり平均 
支給額              81万 9千 円  2 , 6 4 8万 8千 円  

（支給率）     自己都合   勧奨・定年 

勤続２０年      23.50月分  30.55月分 

勤続２５年      33.50月分    41.34月分 

勤続３５年      47.50月分    59.28月分 

最高限度額     59.28月分    59.28月分 

その他の加算措置   なし   あり※ 

         ※定年前早期退職特別措置

         （ 2％～ 20％加算）  

1人当たり平均 
支給額            ―        ―  

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２３年度に退職した職員に支給された平 

均額です。 
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（３）地域手当（平成２４年４月１日現在）  

支 給 実 績（平成23年度決算） 支給なし 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 支給なし 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

東京都特別区 18％  0人 18％ 

香川県高松市 3％ 0人 3％ 

（注）地域手当とは、民間における賃金・物価及び生計費が特に高い地域に在勤する職員 

  に支給される手当です。（平成１８年４月１日より、従来の調整手当が地域手当に改 

  変され、支給率等も変更されています。） 

 

 

 （４）特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）  

支給実績（平成23年度決算） 2,654万9千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 13万5千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成23年度） 22.9％ 

手当の種類（手当数） 17 

手当の名称 主  な  支  給  対  象  職  員  支 給 単 価 

滞納整理手当（甲） 差押物件の引揚げに従事した職員  １件      920円 

〃    （乙） 

市税その他の歳入、国民健康保険料及び介護保険  

料の滞納整理事務のため２時間以上外出勤務し  

た職員  

 日額      370円 

生活保護業務手当 生活保護に関する業務に従事した職員  日額      380円 

福祉施設勤務手当（甲） 

東新学園及び慈光園に勤務する職員（以下「福祉  

施設勤務職員」という。）で、入所者の養護業務  

に従事し、かつ、正規の勤務時間が午後８時から  

翌日午前５時までの間の全部を含む勤務である

もの  

 １勤務  2,500円 

〃     （乙） 

福祉施設勤務職員で、入所者の養護業務に従事し

かつ、正規の勤務時間が午後８時から翌日午前５

時までの間の一部を含む勤務であるもの 

 １勤務    800円 

〃     （丙） 
福祉施設勤務職員で、入所者の養護業務に従事し  

たもの  
 １勤務   170円 

死亡人処理手当 独居人、行旅死亡人等の死体処理に従事した職員   １件   12,000円 

防疫作業手当 
感染症の予防、感染症患者の収容等の作業に従事  

した職員 
日額      980円 

火葬業務手当（甲） 
火葬業務に従事した職員（斎場に勤務する職員を  

除く。） 
 １体    3,000円 

〃      （乙） 
斎場に勤務する職員で、火葬、葬儀等の業務に従  

事したもの 
 日額     750円 

犬ねこ等死体処理手当 犬ねこ等の死体処理に従事した職員 １体      500円 
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清掃施設勤務手当（甲） 

衛生センターに勤務する職員で、施設の機器若し  

くは設備の点検、整備、清掃等又はし尿の処理等  

の作業に従事したもの 

 日額     820円 

     〃      （乙） 

清掃センター及び最終処分場に勤務する職員で、 

施設の機器若しくは設備の点検、整備、清掃等又  

は廃棄物の処理等の作業に従事したもの 

 日額     720円 

用地交渉業務手当 
用地の取得、補償等の交渉業務のため外出勤務し  

た職員  
 日額     180円 

乗船手当 渡海船の船長として乗船勤務した職員  日額     260円 

災害出動手当（甲） 
勤務時間外において災害のため現場出動をした  

職員  
１時間  2,730円 

  〃    （乙） 勤務時間外において甲以外の災害出動をした職員  １時間  2,130円 

消防業務手当 連続して８時間消防業務に従事した職員 １回      430円 

災害出場手当 消火又は救助活動に従事した職員 １回      500円 

救急業務手当 傷病者の搬送業務に従事した職員 １回      410円 

高所作業手当 高所作業（訓練を除く。）に従事した職員 １回      460円 

潜水作業手当 潜水作業（訓練を除く。）に従事した職員 １回    5,000円 

乗船手当（甲） 渡海船の機関長として乗船勤務した職員 日額     220円 

  〃   （乙） 渡海船の甲板員として乗船勤務した職員  日額     160円 

 

（５）時間外勤務手当  

支給実績（平成 23年度決算）  1億 7,630万 1千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成 23年度決算）  29万 2千円 

支給実績（平成 22年度決算）  1億 6,242万 7千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成 22年度決算）  26万 2千円 
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（６）その他の手当（平成２４年４月１日現在）  

主な手当名 内  容  及  び  支  給  月  額  国の制度との異同、異なる内容 

扶養手当 

配偶者                          13,000 円 

配偶者以外  １人につき      6,500 円 

・配偶者がいない場合は、その 

 うち１人について      11,000 円 

・特定扶養加算（ 16 歳～ 22 歳）  5,000 円 

同  

住居手当 
借家居住者  支給限度額      27,000 円 

持家居住者                      3,500 円 

異  

国  持家居住者  支給なし  

通勤手当 

交通機関利用者（ＪＲ、バス等利用者） 

支給単位期間（最長６か月間）の通勤に要

する運賃等の額により支給  

支給限度額（月額）      55,000 円 

交通用具利用者（自動車、バイク等利用者） 

通勤距離（片道）により支給  

 0.5 ㎞以上  ～   2 ㎞未満      800 円 

   2 ㎞以上   ～   5 ㎞未満    2,500 円 

   5 ㎞以上   ～  10 ㎞未満    4,100 円 

  10 ㎞以上   ～  15 ㎞未満    6,500 円 

  15 ㎞以上   ～  20 ㎞未満    8,900 円 

  20 ㎞以上   ～  25 ㎞未満   11,300 円 

  25 ㎞以上   ～  30 ㎞未満   13,700 円 

  30 ㎞以上   ～  35 ㎞未満   16,100 円 

  35 ㎞以上   ～  40 ㎞未満   18,500 円 

  40 ㎞以上   ～  45 ㎞未満   20,900 円 

  45 ㎞以上   ～  50 ㎞未満   21,800 円 

  50 ㎞以上   ～  55 ㎞未満   22,700 円 

  55 ㎞以上   ～  60 ㎞未満   23,600 円 

  60 ㎞以上                  24,500 円 

  60 ㎞以上                  24,500 円 

 

 

 

 

異  

国  交通用具利用者 

2 ㎞未満 

  支給なし 

2 ㎞以上～ 5 ㎞未満 

       2,000 円 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある職員に支給 

部長級     70,500 円  

次長級     57,800 円  

課長級     50,500 円  

主幹・技幹級  45,800 円  

副課長級    39,500 円  

 

同  （ただし、職名、支給割合 

の設定は異なります。）  
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６  特別職の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在）  

 区    分 給料月額又は報酬月額 平成２３年度期末手当支給割合  

市   長 

副 市 長 

989,000 円 

807,000 円 

2.95 月分 

2.95 月分 

議   長 

副 議 長 

議   員 

583,000 円 

528,000 円 

491,000 円 

2.95 月分 

2.95 月分 

2.95 月分 

退 

職 

手 

当 

 

市   長 

副 市 長 

≪算定方式、１期の手当額及び支給時期≫ 

989,000 円×在職月数 48 月×35／100＝1,661 万 5,200 円（任期ごと） 

807,000 円×在職月数 48 月×25／100＝ 968 万 4,000 円（任期ごと） 

（注）１ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、    

１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

   ２ 平成２３年第７回市議会定例会の議決に基づき、市長に対する平成 20 年 11 月

18 日から平成 24 年 11 月 17 日までの任期分の退職手当は支払いませんでした。 

 

７  職員数の状況  

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（平成２４年４月１日現在） 

区  分 職  員  数 対前年増減数 

平成 24 年 主な増減理由 
部  門 

平成 

22 年 

平成 

23 年 

平成 

24 年 

平成 

22 年 

平成 

23 年 

平成 

24 年 

 

普  

 

通  

 

会  

 

計  

 

部  

 

門  

 議  会   9  9 9     

 

一  

総  務  160 158 

 

155    5 △2 △3 電算、管財関係定員減  

般  税  務  58 58   56  △2  △2 再任用短時間職員へ置換  

行  民  生  149 148 149 △1 △1   1 ケースワーカー増員  

政  衛  生  52 51 52 2   △1   1 電気技術職の欠員補充  

部  労  働      2     2     2     

門  農  水  26 27 26 1     1 △1 休職加配の終了による減  

 商  工  14 14 14   △1    

 土  木  105 102 102   △3   

計  575 569  565 4 △6 △4  

教育部門  93 93 91   △7   △2 調理員の退職不補充  

消防部門 123 126 128     1    3     2 消防体制強化のための定員増  

小     計 791 788 784   △2 △3 △4  

公  

営会  

企計  

業部  

な門  

ど  

水  道  35 34 34 △3 △1   

交  通      7     7     7     

下水道  20 20 20         

その他  51 50 51       1 介護保険事業の業務増  

小  計  113 111 112   △3 △2   1  

合    計 
904 899 896   △5  △5  △3  

[991] [991] [991] ［ 0］ ［ 0］ ［ 0］  

 （注）１ 職員数には教育長を含みます。 
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    ２ [   ]内は、条例定数の合計です。 

 

（２）年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 

～  

31歳 

32歳 

～  

35歳 

36歳 

～  

39歳 

40歳 

～  

43歳 

44歳 

～  

47歳 

48歳 

～  

51歳 

52歳 
～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳 

 

以上 

 

計 

職員数 
   5 

  人 

32 

  人 

50 

  人 

64 

  人 

97 

  人 

136 

  人 

121 

  人 

80 

  人 

137 

  人 

107 

  人 

62 

人  

   4 

  人 

895 

  人 

割 合 
0.6 

  ％ 

3.6 

  ％ 

5.6 

  ％ 

7.2 

  ％ 

10.8 

  ％ 

15.2 

  ％ 

13.5 

  ％ 

8.9 

  ％ 

15.3 

  ％ 

12.0 

  ％ 

6.9 

  ％ 

0.4 

  ％ 

100.0

％          

 

（３）職員数の推移 

                                （単位：人・％） 

    年度  

部門別  19 年  20 年  21 年  22 年  23 年  24 年  
過去５年間  

 の増減数（率） 

一般行政  605 586 571 575 569 565 ▲ 40 （▲ 6.6％） 

教育  105 101 100  93  93  91 ▲ 14（▲ 13.3％）  

消防  125 123 122 123 126 128    3   （ 2.4％） 

普通会計計  835 810 793 791 787 784 ▲ 51 （▲ 6.1％） 

公営企業等会計計  113 118 116 113 111 112 ▲ 1 （▲ 0.9％）  

総合計  948 928 909 904 899 896 ▲ 52 （▲ 5.5％） 

（注）教育部門には、教育長を含みます。 

 

0
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16
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構成比

５年前の構成比
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歳
以
上

～～～～～～～～～～歳
未
満

％
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８  公営企業職員の状況  

（１）水道事業  

  ア 職員給与費の状況  

決算 

区分 
総  費  用  

         Ａ 

純損益又は  

実質収支 

職員給与費  

         Ｂ 

総費用に占める職

員給与費比率    

Ｂ／Ａ  

 (参考 )22年度の

総費用に占める

職員給与費比率 

23年度 15億 2,436万 1千円 2億 2,262万 7千円 2億 9,486万 0千円  19.3％  18.8％  

 

区分  
職員数  

    Ａ  

給      与      費  １人当たり給  

与費  Ｂ／Ａ  給   料  職員手当  期末・勤勉手当  計    Ｂ  

23年度  34人  1億 2,975万 3千円  2,447万 5千円  4,626万 8千円  2億 49万 4千円  589万 7千円  

（注）１ 職員手当には退職手当は含まれていません。 

    ２ 職員数は、平成２３年４月１日の人数です。 

 

イ  職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在）  

区  分  平 均 年 齢      基本給  平均月収額  

新居浜市水道事業  40.7歳  341,334円 491,412円 

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます 。  

 

ウ 職員の手当の状況  

①期末手当・勤勉手当  

区    分 新居浜市水道事業 新居浜市（企業職員除く） 

１人当たり平均支給

額（平成 23 年度） 
136 万 1 千円 145 万 5 千円 

平成 23 年度支給割合 

期末手当   勤勉手当 

2.60 月分   1.35 月分 

（1.45 月分）（0.65 月分） 

左に同じ 

加算措置の状況 
職制上の段階、職務の級等に 

よる加算措置 
左に同じ 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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②退職手当（平成２４年４月１日現在）  

新居浜市水道事業 新居浜市（企業職員除く） 

（支給率）       自己都合   勧奨・定年 

勤続２０年     23.50月分    30.55月分 

勤続２５年     33.50月分    41.34月分 

勤続３５年     47.50月分    59.28月分 

最高限度額     59.28月分    59.28月分 

その他の加算措置   なし    あり※ 

※定年前早期退職特別措置 

（ 2％～ 20％加算）  

1人当たり平均 
支給額        支給なし 

（支給率）     自己都合   勧奨・定年 

 

 

 

左に同じ 

 

 

 

1人当たり平均 
支給額      8 1万 9千 円  2,648万 8千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２３年度に退職した職員に支給された平 

均額です。 

 

③地域手当（平成２４年４月１日現在）  

支 給 実 績（平成23年度決算） 手当なし 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） ― 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）  

― ― ― ― 

（注）地域手当とは、民間における賃金・物価及び生計費が高い地域に在勤する職員に支 

 給される手当です。（平成１８年４月１日より、従来の調整手当が地域手当に改変さ 

 れ、支給率等も変更されています。） 

 

④特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）  

支給実績（平成23年度決算） 39万2千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 3万0千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成23年度） 38.2％ 

手当の種類（手当数）                  5 

手当の名称 主  な  支  給  対  象  職  員  支 給 単 価 

特殊現場作業手当 
受水槽検査業務等の特殊現場作業に従事し

た職員  
  日額      450円 

緊急出動手当 
勤務時間外に緊急業務のため呼出しを受け

出動した職員 

  １回    2,000円 

   又は 1,000円 

（勤務開始時間による）  

停水処分手当 停水処分に従事した職員   １件      730円 

滞納整理手当 
水道料金等の滞納整理事務のため２時間以

上外出勤務した職員 
  日額      370円 

用地交渉業務手当 
用地の取得、補償等の交渉業務のため外出勤

務した職員 
  日額      180円 
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⑤時間外勤務手当 

支給実績（平成 23年度決算）  1,219万 2千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成 23年度決算）  46万 9千円 

支給実績（平成 22年度決算）  1,185万 2千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成 22年度決算）  45万 6千円 

 

⑥その他の手当（平成２４年４月１日現在）  

主な手当名 内  容  及  び  支  給  月  額  一般行政職との異同及び異なる内容  

扶養手当 

配偶者                          13,000 円 

配偶者以外  １人につき      6,500 円 

・配偶者がいない場合は、その 

 うち１人について      11,000 円 

・特定扶養加算（ 16 歳～ 22 歳）  5,000 円 

同  

住居手当 
借家居住者  支給限度額 27,000 円 

持家居住者  3,500 円 
同  

通勤手当 

交通機関利用者（ＪＲ、バス等利用者） 

支給単位期間（最長６か月間）の通勤に要

する運賃等の額により支給  

支給限度額（月額）      55,000 円 

交通用具利用者（自動車、バイク等利用者） 

通勤距離（片道）により支給  

 0.5 ㎞以上  ～   2 ㎞未満      800 円 

   2 ㎞以上   ～   5 ㎞未満    2,500 円 

   5 ㎞以上   ～  10 ㎞未満    4,100 円 

  10 ㎞以上   ～  15 ㎞未満    6,500 円 

  15 ㎞以上   ～  20 ㎞未満    8,900 円 

  20 ㎞以上   ～  25 ㎞未満   11,300 円 

  25 ㎞以上   ～  30 ㎞未満   13,700 円 

  30 ㎞以上   ～  35 ㎞未満   16,100 円 

  35 ㎞以上   ～  40 ㎞未満   18,500 円 

  40 ㎞以上   ～  45 ㎞未満   20,900 円 

  45 ㎞以上   ～  50 ㎞未満   21,800 円 

  50 ㎞以上   ～  55 ㎞未満   22,700 円 

  55 ㎞以上   ～  60 ㎞未満   23,600 円 

  60 ㎞以上                  24,500 円 

  60 ㎞以上                  24,500 円 

同  

管理職手当 

管理又は監督の地位にある職員に支給 

局長         70,500 円 

次長         57,800 円 

課長         50,500 円 

主幹・技幹      45,800 円 

 副課長        39,500 円 

 

同  
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（２）工業用水道事業  

  ア 職員給与費の状況  

決算 

区分 
総  費  用  

         Ａ 

純損益又は  

実質収支 

職員給与費  

         Ｂ 

総費用に占める職

員給与費比率    

Ｂ／Ａ  

 (参考 )22年度の

総費用に占める

職員給与費比率 

23年度 1億 7,033万 6千円 6,515万 4千円 4,962万 7千円  29.1％  31.1％  

 

区  分  
職員数  

    Ａ  

給      与      費  １人当たり給  

与費  Ｂ／Ａ  給   料  職員手当  期末・勤勉手当  計   Ｂ  

23年度  5人  2,311万 2千円  309万 4千円    849万 1千円  3,469万 7千円  693万 9千円  

（注）１ 職員手当には退職手当は含まれていません。 

    ２ 職員数は、平成２３年４月１日の人数です。 

 

イ  職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在）  

区  分  平 均 年 齢      基本給  平均月収額  

新居浜市工業用水道事業  50.6歳  391,148円 578,279円 

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

 

  ウ 職員の手当の状況  

①期末手当・勤勉手当  

区    分 新居浜市工業用水道事業 新居浜市（企業職員除く） 

１人当たり平均支給

額（平成 23 年度） 
169 万 8 千円 145 万 5 千円 

平成 23 年度支給割合 

期末手当   勤勉手当 

2.60 月分   1.35 月分 

（1.45 月分）（0.65 月分） 

左に同じ 

加算措置の状況 
職制上の段階、職務の級等に 

よる加算措置 
左に同じ 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

②退職手当（平成２４年４月１日現在）  

新居浜市工業用水道事業 新居浜市（企業職員除く） 

水道事業における記載内容と同じ  水道事業における記載内容と同じ  
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③地域手当（平成２４年４月１日現在）  

支  給  実  績（平成 23年度決算） 手当なし 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） ―  

支給対象地域 支給率  支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）  

―  ―  ―  ―  

（注）地域手当とは、民間における賃金・物価及び生計費が高い地域に在勤する職員に支 

 給される手当です。（平成１８年４月１日より、従来の調整手当が地域手当に改変さ 

れ、支給率等も変更されています。） 

 

④特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）  

支給実績（平成23年度決算） 15万6千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 7万8千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成23年度） 40.0％ 

手当の種類（手当数）                    5 

手当の名称 主 な 支 給 対 象 職 員 支 給 単 価 

水道事業における 

記載内容と同じ 

水道事業における 

記載内容と同じ 

水道事業における 

記載内容と同じ 

 

⑤時間外勤務手当 

支給実績（平成23年度決算） 24万0千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 12万0千円 

支給実績（平成22年度決算） 50万6千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 16万9千円 

 

⑥その他の手当（平成２４年４月１日現在）  

主な手当名 内 容 及 び 支 給 月 額 一般行政職との異同及び異なる内容  

水道事業における

記載内容と同じ 

水道事業における 

記載内容と同じ 

水道事業における 

記載内容と同じ 
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第３  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

１  勤務時間  

１週間の  １日の  

勤務時間  
始業  終業  休憩時間  週休日  

勤務時間  

３ ８ 時 間 ４ ５ 分  ７ 時 間 ４ ５ 分  ８ 時 ３ ０ 分  １ ７ 時 １ ５ 分  １ 時 間  土 ・ 日 曜 日  

（注）勤務課所によっては、始業、終業、週休日等が異なる場合があります。  

 

２  休暇  

種   類  休 暇 の 概 要 、 取 得 要 件 等  取 得 可 能 日 数 等  

有  

 

給  

 

休  

 

暇  

年 次 有 給 休 暇  一 の 年 ご と に お け る 休 暇  
1 年 に つ き 2 0 日 （ 前 年 の 繰 越 日 数  

の 上 限 2 0 日 の た め 最 高 4 0 日 ）  

病 気 休 暇  

負 傷 又 は 疾 病 の た め 医 師  

の 診 断 に よ り 療 養 す る 必  

要 が あ る 場 合  

・ 公 務 災 害 、 通 勤 災 害 の 場 合 は 3 年  

を 超 え な い 範 囲 で 必 要 と 認 め ら れ  

る 期 間  

・ 結 核 性 疾 患 に つ い て は 1 年 、 そ の  

他 の 負 傷 又 は 疾 病 に つ い て は 、 9 0  

日 を 超 え な い 範 囲 で 必 要 と 認 め ら  

れ る 期 間  

特 別 休 暇  

選 挙 権 の 行 使 、 結 婚 、 出  

産 、 交 通 機 関 の 事 故 そ の  

他 の 特 別 な 事 由 に よ り 、  

職 員 が 勤 務 し な い こ と が  

相 当 で あ る 場 合  

［ 主 な 休 暇 ］  

公 民 権 の 行 使 、 産 前  

休 暇 、 産 後 休 暇 、 忌  

引 、 結 婚 休 暇 、 ボ ラ  

ン テ ィ ア 休 暇 な ど  

公 民 権 の 行 使  

 必 要 と 認 め ら れ る 期 間  

産 前 休 暇  

 8 週 間 以 内 に 出 産 す る 予 定 の 女 性  

 職 員 が 申 し 出 し た 場 合 に 出 産 の 日  

 ま で  

産 後 休 暇  

 出 産 後 8 週 間  

忌 引  

 父 母 の 場 合 7 日 な ど  

結 婚 休 暇  

 連 続 す る 7 日  

無  

給  

休  

暇  

介 護 休 暇  

負 傷 、 疾 病 又 は 老 齢 に よ  

り 2 週 間 以 上 に わ た り 日  

常 生 活 を 営 む の に 支 障 が  

あ る も の の 介 護 を す る 場  

合  

一 の 継 続 す る 状 態 ご と に 、 連 続 す る  

6 月 の 期 間 内  
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第４  職員の分限及び懲戒処分の状況  

１  分限処分（平成２３年度）  

処  分  事  由  降任  免職  休職  降給  合計  

勤務実績が良くない場合  ―  ―  ―  ―   ０  

心身の故障の場合  １  ―  ９  ―  １０  

職に必要な適格性を欠く場合  ―  ―  ―  ―   ０  

職制、定数の改廃、予算の減  

少により廃職、過員を生じた  

場合  

―  ―  ―  ―   ０  

刑 事 事 件 に 関 し 起 訴 さ れ た 場

合  
―  ―  ―  ―   ０  

失職した場合  ―  ―   ―  ―   ０  

合     計   １   ０   ９     ０   １０  

（注）１  地方公務員法に基づき分限処分に付された者の状況を示しています。 

２  ２以上の理由により分限処分に付された場合は、主たる処分事由によ  

り計上しています。  

 

２  懲戒処分（平成２３年度）  

処  分  事  由  戒告  減給  停職  免職  合計  

法令に違反した場合  ―   ―  ―  ―    ０  

職務上の義務に違反し又は職  

務を怠った場合  
―  ―  ―  ―    ０  

全体の奉仕者たるにふさわし  

くない非行のあった場合  
―  ―  ―  ―    ０  

部 下 職 員 の 懲 戒 処 分 に つ い て

管 理 責 任 者 と し て の 適 正 を 欠

いていた場合  

―  ―  ―  ―   ０  

合     計     ０   ０     ０     ０  ０  

（注）１  地方公務員法に基づき懲戒処分に付された者の状況を示しています。 

２  ２以上の理由により懲戒処分に付された場合は、主たる処分事由によ  

 り計上しています。  

 

 

第５  職員の服務の状況  

１  年次有給休暇の取得状況（平成 ２３年１月～平成２３年１２月）  

 平均取得日数 平均取得率 

平成２３年取得状況  11.6日 29.8％ 
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２  育児休業等の取得状況（平成２３年４月～平成２４年３月）  

（１）育児休業の取得状況  

区     分 男性 女性 

新たに取得した者  ０人 １０人 

前年度から引き続き取得した者  ０人 ２２人 

 

（２）介護休暇の取得状況  

 男性 女性 

介護休暇取得者  ０人 １人 

 

 

第６  職員の研修及び勤務成績の評定の状況  

１  研修の状況  

基本研修  
新規採用職員研修、１年経過職員研修、６年経過職員研修、主任昇任者研修

、主査昇任者研修、係長昇任者研修 ほか 

特別研修  リスクマネジメント研修、ワークライフバランス研修、自己活性化研修 

人権研修  人権・同和教育主担者養成研修、人権講演会 ほか 

派遣研修  自治大学、市町村アカデミー、国際文化アカデミー、愛媛県研修所 ほか 

 

２ 勤務成績の評定の状況 

 職員の勤務成績、勤務態度等を公正に評定することにより、個々の能力、適性等に応じ

た適職への配置及び昇任昇格を行い、人材育成、能力開発、勤労意欲の増進等を図るため

に、平成１６年度から管理職を対象に実施し、平成１８年度からは全職員を対象としてお

ります。 

 評定方法は、他の職員との比較による相対評価ではなく、設定された一定の基準に基づ

き、自己評定については自分自身、評定者においては被評定者がどの水準に位置している

かについて絶対評価を行っております。 

 

 

第７  職員の福祉及び利益の保護の状況  

 

１ 福利厚生制度に係る負担状況（平成２３年度） 

共済組合への負担金 愛媛県市町村職員共済組合  11億7,292万2千円 

〃     公立学校共済組合愛媛支部 5,025万3千円 

愛媛県市町村職員互助会への負担金 715万5千円 

新居浜市職員互助会への負担金 923万6千円 
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２  公務災害等の状況  

（１）公務災害の状況（平成 ２３年度）  

平成22年度末現在 

未処理件数 
受理件数 認定件数 

公務外件

数 
取下件数 

平成23年度末現在 

未処理件数 

２件 ４件 ６件 ０件 ０件 ０件 

 

（２）通勤災害の状況（平成 ２３年度）  

平成22年度末現在 

未処理件数 
受理件数 認定件数 

公務外件

数 
取下件数 

平成23年度末現在 

未処理件数 

１件 ０件 １件 ０件 ０件 ０件 

 

 

第８  職員の勤務条件に関する措置の要求の状況  

 

平成２３年度における公平委員会への措置要求の状況  

平成22年度末 

の係属件数 

平成23年度中の 

要求件数 

平成23年度中の 

終結件数 

平成24年度への 

繰越件数 

０件 ０件 ０件 ０件 

（注）職員は、 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、 

  市の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。 

 

 

第９  職員の不利益処分に関する不服申立ての状況  

 

平成２３年度における公平委員会への不服申立ての状況  

平成22年度末 

の係属件数 

平成23年度中の 

申立件数 

平成23年度中の 

終結件数 

平成24年度への 

繰越件数 

０件 ０件 ０件 ０件 

（注）職員は、懲戒その他、その意に反して不利益な処分を受けた場合に、公平  

  委員会に対して、不服申立てを行うことができます。  


